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○奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

令和２年３月31日条例第11号 

改正 

令和３年３月31日条例第12号 

令和６年３月29日条例第11号 

奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21条の５の４第

１項第２号、第21条の５の15第３項第１号、第21条の５の17第１項第１号及び第２号並びに第21

条の５の19第１項及び第２項の規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基

準等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」

という。）において使用する用語の例による。 

（指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等） 

第３条 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等は、次条から第10条までに定めるも

ののほか、指定通所支援基準の定めるところによる。 

（暴力団の排除） 

第４条 指定障害児通所支援事業者は、その事業の運営に当たっては、奈良市暴力団排除条例（平

成24年奈良市条例第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利することとならないようにしなけ

ればならない。 

（申請者の要件） 

第５条 法第21条の５の15第３項第１号の条例で定める者は、法人とする。ただし、児童発達支援

（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の申請にあっては、この限りでない。 

（管理者の特例） 

第６条 指定障害児通所支援事業者がその事業を行う事業所ごとに置かなければならない管理者は、

常勤とする。 

（勤務体制の確保等の特例） 

第７条 指定障害児通所支援事業者は、従業者に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を行
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うよう努めなければならない。 

（非常災害対策の特例） 

第８条 指定障害児通所支援事業者（指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの事業を行

う者に限る。）は、非常災害に備えるために定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な

訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（衛生管理等の特例） 

第９条 指定障害児通所支援事業者は、感染症の発生及びまん延の防止に必要な衛生用品の備蓄に

努めなければならない。 

（報告） 

第10条 指定障害児通所支援事業者は、サービスの向上に関する施策の推進を図るため市長が別に

定めるところによりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等について報告を求めたとき

は、協力しなければならない。 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（指定通所支援基準の規定の引用に関する経過措置） 

第２条 第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定通所支援基準附則及び指定通所支援基準を

改正する省令附則に規定する経過措置の例による。 

附 則（令和３年３月31日条例第12号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日条例第11号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。（後略） 


